
村
民
み
ん
な
で「
ハ
ー
ト
が
た
く
さ
ん

の
村
」を
つ
く
り
ま
し
ょ
う
。

　
　
　
　
　
　 

総
務
課 

人
権
政
策
係
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○
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
解
消
法

（
目
的
は
、
前
月
広
報
に
記
載
の
た
め

省
略
）

•
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
例

　
法
務
省
が
平
成
27
年
度
に
公
益
財
団

法
人
人
権
教
育
啓
発
推
進
セ
ン
タ
ー
に

委
託
し
て
実
施
し
た「
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー

チ
に
関
す
る
実
態
調
査
」で
は
、
デ
モ
・

街
宣
活
動
に
お
け
る
発
言
内
容
を
次
の

3
類
型
に
分
類
し
た
上
で
、
こ
れ
ら
に

該
当
す
る
発
言
の
出
現
状
況
や
そ
の
推

移
が
調
査
さ
れ
ま
し
た
。

（
１
）特
定
の
民
族
や
国
籍
に
属
す
る

集
団
を
一
律
に
排
斥
す
る
内
容（
例
え

ば
、
特
定
の
民
族
等
に
つ
い
て
、
一
律

に「
日
本
か
ら
出
て
行
け
・
祖
国
に
帰

れ
」な
ど
と
発
言
す
る
も
の
）

（
２
）特
定
の
民
族
や
国
籍
に
属
す
る

集
団
の
生
命
、
身
体
等
に
危
害
を
加
え

る
と
す
る
内
容（
例
え
ば
、
特
定
の
民

族
等
に
つ
い
て
、「
皆
殺
し
に
し
ろ
」な

ど
と
発
言
す
る
も
の
）

（
３
）特
定
の
民
族
や
国
籍
に
属
す
る

集
団
を
さ
げ
す
ん
で
呼
ぶ
な
ど
し
て
故

意
に
誹
謗
中
傷
す
る
内
容
の
発
言（
例

え
ば
、
特
定
の
国
の
出
身
者
を
、「
差

別
的
な
意
味
合
い
で
昆
虫
や
動
物
に
例

え
る
」も
の
な
ど
） 

•
こ
の
法
律
で
は
、「
不
当
な
差
別
的

言
動
」は
許
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
る

と
宣
言
し
て
お
り
、「
専
ら
本
邦
の

域
外
に
あ
る
国
若
し
く
は
地
域
の
出

身
で
あ
る
者
又
は
そ
の
子
孫
で
あ
っ

て
適
法
に
居
住
す
る
も
の（
以
下
こ

の
条
に
お
い
て「
本
邦
外
出
身
者
」

と
い
う
。）に
対
す
る
差
別
的
意
識

を
助
長
し
又
は
誘
発
す
る
目
的
で
公

然
と
そ
の
生
命
、
身
体
、
自
由
、
名

誉
若
し
く
は
財
産
に
危
害
を
加
え
る

旨
を
告
知
し
又
は
本
邦
外
出
身
者
を

著
し
く
侮
蔑
す
る
な
ど
、
本
邦
の
域

外
に
あ
る
国
又
は
地
域
の
出
身
で
あ

る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
本
邦
外
出

身
者
を
地
域
社
会
か
ら
排
除
す
る
こ

と
を
煽
動
す
る
不
当
な
差
別
的
言

動
」を「
本
邦
外
出
身
者
に
対
す
る

不
当
な
差
別
的
言
動
」と
定
義
し
て

い
ま
す
。

○
部
落
差
別
解
消
法

　
こ
の
法
律
は
、
現
在
も
な
お
部
落
差

別
が
存
在
す
る
と
と
も
に
、
情
報
化
に

伴
っ
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
へ
の
差
別

的
な
書
き
込
み
な
ど
部
落
差
別
に
関
す

る
状
況
が
変
化
し
て
い
る
こ
と
を
踏
ま

え
、
日
本
国
憲
法
の
理
念
に
の
っ
と
り
、

部
落
差
別
は
決
し
て
許
さ
れ
な
い
も
の

で
あ
る
と
の
認
識
の
も
と
に
、
部
落
差

別
が
な
い
社
会
の
実
現
を
目
的
と
し
て

い
ま
す
。

　
併
せ
て
、
国
お
よ
び
地
方
公
共
団
体

の
責
務
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、

人
権
教
育
・
啓
発
の
重
要
性
や
相
談
体

制
の
充
実
な
ど
に
つ
い
て
掲
げ
ら
れ
て

い
ま
す
。

•
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
人
権
侵
害

　
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
サ
イ
ト
で
は
、

発
信
が
容
易
な
反
面
、
根
拠
の
な
い
情

報
や
、
誤
っ
た
情
報
も
氾
濫
し
て
お
り
、

ま
た
、
書
き
込
ん
だ
本
人
で
も
容
易
に

消
せ
な
い
掲
示
板
な
ど
も
あ
り
ま
す
。

そ
し
て
、
コ
ピ
ー
な
ど
が
容
易
な
た
め
、

拡
散
が
早
い
と
い
う
特
徴
が
あ
り
、
一

旦
拡
散
す
る
と
削
除
が
困
難
に
な
り
、

被
害
が
深
刻
な
も
の
と
な
り
ま
す
。
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
情
報
を
う
の
み
に

せ
ず
、
正
し
く
適
切
な
判
断
が
で
き
る

知
識
を
持
つ
こ
と
が
大
切
で
す
。
そ
の

た
め
に
は
、
研
修
会
に
参
加
す
る
な
ど

に
よ
り
継
続
的
な
学
習
を
進
め
る
こ
と

が
大
事
で
す
。

ハートがたくさんの村づくりハートがたくさんの村づくり
差別のない、人への思いやりを大切にする、

明るい南阿蘇村をつくりましょう。

人権とはなんですか?

　人権とは「すべての人々が生命と自由を確保し、それぞれの幸福を追求する権利」
あるいは「人間が人間らしく生きる権利で、生まれながらに持っている権利」であって、
だれにとっても大切なもの、日常の思いやりの心によって守られなければならない
ものです。今回も、引き続き「人権三法」についてお伝えします。

　令和元年度春の叙勲知事伝達式・報告式が知事応接室
で行われ、光永政敏さん（第六駐在）が瑞宝単光章を受
章されました。
　「瑞宝章」は、公共的業務に長年従事してきた人に対し
て国から贈られるもの。
　光永政敏さんは、昭和48年に久木野村消防団に入団後、
平成12年に副団長となり、平成17年からは南阿蘇村の
消防団長として活躍。30年以上にわたって地域防災に
尽力、貢献されました。

村へ感謝状を手渡された猪俣阿蘇税務署長（右から2人目）

県庁で伝達を受けた光永政敏さん（後列右端） 　地方自治体で確定申告を受付した申告書の国へのデー
ター引継ぎ（電子申告という）について、阿蘇税務署管
内において南阿蘇村の利用実績が優秀であったことに対
し、阿蘇税務署長から感謝状の授与がありました。
　電子申告の利用は、住民サービスの向上並びに国・地
方双方の行政効率化にもつながるものであるとして、猪
俣阿蘇税務署長から感謝が伝えられ、「今後も住民の皆
さまに電子申告のメリットを告知していただき、スマー
トフォン申告も積極的に活用して、利便性を高めていた
だきたい」とあいさつがありました。

Hot News 南 阿 蘇 村 の 話 題

地域防災への貢献に叙勲
光永 政敏さん（第六駐在）

6
19

住民サービスの更なる向上を
阿蘇税務署から村へ感謝状

6
19

　7月の「社会を明るくする運動強調月間」に伴い、阿蘇
地区保護司南部分会・南阿蘇村更生保護女性会に対する
総理大臣メッセージ伝達式が役場で行われました。
　この運動は、すべての国民が、犯罪や非行の防止とあ
やまちを犯した人たちの立ち直りについて理解を深め、
それぞれの立場において力を合わせ、犯罪や非行のない
明るい社会を築こうとする全国的な取り組み。昭和26
年に始まり、今回で69回目を迎えます。
　活動に関わり大きな役割を果たす「保護司」は、犯罪
者などの改善・更生を助け、犯罪予防のための保護観察
にあたる人で、社会的信望などを有する民間人の中から
法務大臣が委嘱します。

JA阿蘇南部トマト部会の皆さんから代表でトマトを受け取る園児たち

阿蘇地区保護司南部分会・村更生保護女性会の皆さん

　JA阿蘇南部トマト部会（谷川洋部会長　高森町）が、
村内3つの保育園にトマトを贈呈しました。
　保育園を訪れた部会員さんから「たくさんトマトを食
べて元気に遊んでください」と箱いっぱいのトマトが代
表の園児に手渡され、園児たちは「おいしくいただきま
す」とお礼の言葉を述べました。
　贈呈されたのは「りんか」という品種で、病気に強く
たくさん実が生っておいしいそうです。このトマトは保
育園の給食で提供されました。

明るい地域づくりに向けて
社会を明るくする運動強調月間

7
3

真っ赤なおいしいトマトをどうぞ
JA阿蘇南部トマト部会

7
19
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